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熊本市教育行政審議会委員一覧  

  

区分 氏名 所属団体・役職等

1 学識経験者 ◎　藤田　豊 熊本大学教育学部長・大学院教育学研究科長

2 学識経験者 〇　青木　栄一 東北大学大学院教育学研究科教授

3 学識経験者 末冨　芳 日本大学文理学部教授

4 学識経験者 南部　さおり 日本体育大学大学院体育科学研究科教授

5 学識経験者 出川　聖尚子 熊本学園大学社会福祉学部教授・子ども家庭福祉学科長

6 地方教育行政関係者 坪田　知広 名古屋市教育長

7 法曹関係者 〇　村田　晃一 弁護士

8 医療福祉関係者 富永　智子 リ・スタートくまもと代表

9 医療福祉関係者 比江島　誠人 医療法人横田会向陽台病院院長

10 報道関係者 中西　茂 玉川大学教育学部教授・教育ジャーナリスト

11
地方教育行政関係者

保護者代表
村田　槙 熊本市教育委員

12 保護者代表 西村　則子 保護者

13 教職員 平生　典子 熊本市立楠中学校長

14 教職員 須藤　聡 熊本市立一新小学校長

15 公募委員 森　博子 公募委員

16 公募委員 上田　心結 公募委員

【委員の任期】令和５年（２０２３年）５月１日～令和７年（２０２５年）３月３１日
◎：会長、〇副会長
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熊本市教育行政審議会における議論の経緯 

 

 開催日時 検討内容 

第 1回 
令和５年 

５月２２日 

委嘱状交付及び諮問 

審議会の趣旨説明及び今後の進め方 

意見交換 

第2回 
令和５年 

７月１０日 

【事例１】児童・保護者・同僚に対する教職員の暴言等への対応について 

(1) 協議の視点等について事務局説明 

(2) グループ協議 

(3) グループからの発表 

(4) 全体会 

第3回 
令和５年 

８月２５日 

【事例２】いじめへの対応①（被害生徒が転校したケース） 

【事例３】いじめへの対応②（加害者が長期別室のケース） 

(1) 協議の視点（他都市の事例含む）等について事務局説明 

(2) グループ協議 

(3) グループからの発表 

(4) 全体会 

第4回 
令和５年 

１０月１６日 

(1) 協議資料について事務局説明 

(2) 検討項目に対する課題や提案について 

(3) 自由討議 

第５回 
令和５年 

１１月１３日 

（1） 中間答申（たたき台）について 

(2) 自由討議 

第６回 
令和６年 

２月５日 
中間答申（案）について 
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熊本市教育行政審議会運営要綱 

 

熊本市教育行政審議会運営要綱 

 

制定 令和５年３月１６日教育長決裁 

改正 令和５年４月１日教育改革推進課長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）第３条の規定に基づき、

熊本市教育行政審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 本市の教育行政の在り方について、必要な事項を審議する。 

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が審議会において行うことを必要と認めた事項に関

すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、２０人以内の委員によって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 地方教育行政関係者 

(3) 法曹関係者 

(4) 医療福祉関係者 

(5) 報道関係者 

(6) 保護者代表 

(7) 教職員 

(8) 公募委員 

(9) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年以内とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見を聴き、又は資

料の提出を求めることができる。 
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 （会議の公開） 

第７条 会議は公開とする。ただし、熊本市情報公開条例（平成１０年条例第３３号）第７条に掲

げる情報に該当する情報について審議を行うとき、又は委員の発議により出席委員の３分の２以

上の多数で公開が不適当と議決されたときは、これを公開しないことができる。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育総務部教育改革推進課において行う。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定

める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 


